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Ｑ
子
ど
も
に
食
物
ア
レ
ル

ギ
ー
が
あ
り
給
食
が
心

配
で
す

　
保
育
園
の
給
食
は
、
各
園
で
手

作
り
し
て
い
ま
す
。
ア
レ
ル
ギ
ー

の
あ
る
児
童

に
つ
い
て
は
、

ア
レ
ル
ギ
ー

除
去
食
の
提

供
も
で
き
ま

す
の
で
、
お

気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

Ｑ
保
育
園
は
、
何
歳
か
ら

入
園
で
き
る
の
？

　
０
歳
児
か
ら
お
預
か
り
し
て

い
ま
す
が
、
お
子
さ
ん
の
首
が

据
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
原
則
で

す
。
入
所

申
し
込
み

の
前
に
保

育
課
へ
ご

相
談
く
だ

さ
い
。

Ｑ
保
育
園
で
は
子
ど
も
を

何
時
ま
で
預
か
っ
て
も

ら
え
る
の
？

　
保
育
園
の
通
常
保
育
時
間
は
、

平
日
は
午
前
８
時
３０
分
か
ら
午
後

４
時
３０
分
ま
で
、
土
曜
日
は
午
前

８
時
３０
分
か
ら
正
午
ま
で
で
す
。

　
仕
事
な
ど
の
都
合
に
よ
り
、
通

常
保
育
時
間
内
に
送
迎
が
間
に
合

わ
な
い
場
合
は
、「
長
時
間
保
育
」

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
長
時
間
保

育
の
利
用
日
数
は
、「
１
カ
月
利

用
」
と
「
１
カ
月
１２
日
以
内
」
が

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
「
１
日
」、「
午

前
の
み
」、「
午
後
の
み
」、「
特
別

長
時
間
」
の
い
ず
れ
か
を
選
択
す

る
こ
と
が
で
き
、
利
用
し
や
す
く

な
っ
て
い
ま
す
。

第
１
種

平
日

午
前
７
時
４５
分
～

午
後
５
時
４５
分

土
曜
日
午
前
７
時
４５
分
～

午
後
１
時

（
特
別
長
時
間
）

午
後
１
時
～
６
時

第
２
種

平
日

午
前
７
時
３０
分
～

午
後
６
時

土
曜
日
午
前
７
時
３０
分
～

午
後
２
時

（
特
別
長
時
間
）

午
後
２
時
～
６
時

第
３
種

平
日

午
前
７
時
３０
分
～

午
後
６
時
３０
分

土
曜
日
午
前
７
時
３０
分
～

午
後
２
時

（
特
別
長
時
間
）

午
後
２
時
～
６
時

〈
長
時
間
保
育
〉

※
ひ
よ
こ
保
育
園
で
は
、
最
長
で
平
日

が
午
前
７
時
か
ら
午
後
７
時
ま
で
、

土
曜
日
が
午
前
７
時
か
ら
午
後
６

時
ま
で
の
「
延
長
保
育
」
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

Ｑ
市
外
の
保
育
園
に
通
う

こ
と
は
で
き
る
の
？

　
市
外
保
育
園
へ
の
通
園
も
可
能

で
す
が
、
通
園
を
希
望
す
る
保
育

園
の
所
在
市
町
村
と
調
整
が
必
要

と
な
り
ま
す
。
事
前
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

Ｑ
休
日
で
も
子
ど
も
を
預

か
っ
て
も
ら
え
ま
す

か
？

　
さ
く
ら
保
育
園
と
北
部
子
育
て

支
援
セ
ン
タ
ー
（
さ
く
ら
ん
ぼ
）

で
は
、
休
日
保
育
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
た
だ
し
、
事
前
登
録
と
申

請
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

Ｑ
母
親
が
専
業
主
婦
の
児

童
も
保
育
園
に
通
う
こ

と
は
で
き
る
の
？

　
保
育
所
の
定
員
に
余
裕
が
あ
る

場
合
は
、
保
育
所
入
所
要
件
に
該

当
し
な
い
児
童
も
入
所
で
き
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
利
用

料
と
し
て
年
齢
区
分
の
最
高
階
層

の
保
育
料
額
を
い
た
だ
き
ま
す
。

　
な
お
、
幼
稚
園
は
就
労
の
有
無

に
関
係
な
く
、
児
童
を
お
預
か
り

す
る
教
育
施
設
で
す
。
市
内
に
は

中
野
中
央
幼
稚
園
と
中
野
マ
リ
ア

幼
稚
園
が
あ

り
ま
す
の
で
、

入
園
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、

直
接
お
問
い

合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

教えて！ 園長先生！

平野保育園　吉原園長
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平成２６年度

保育所入所申し込みの受け付けが始まります
　来年４月から新たに保育所に入所を希望される児童の入所申し込みを受け付けます。
　また、育児休業の終了などのため年度途中から入所を希望される方、４月から保育所転園を希望さ
れる方もこの期間中にお申し込みください。
　なお、定員を超えて申し込みがあった保育所については、第１希望に添えない場合がありますの
で、あらかじめご了承ください。

保育所名 所在地 電話
みなみ保育園 新野 ３３５ 番地 （２６）２１８７
平 野 保 育 園 片塩 ４１ 番地 （２２）６３０２
西 町 保 育 園

（※） 三好町二丁目４番９号（２２）３３２４

松 川 保 育 園 中野 １４6１ 番地１ （２２）２２４８
高 丘 保 育 園 草間 １５０２ 番地 （２２）２７３１
長 丘 保 育 園 壁田 １５7３ 番地３ （２２）６３９０
平 岡 保 育 園 間長瀬 ４96 番地２ （２６）２５２５
た か や し ろ
保 育 園 赤岩 １５２５ 番地２ （２２）６６１１

永 田 保 育 園 永江 １86１ 番地 （３８）２５３０
豊 井 保 育 園 豊津 ３０79 番地１ （３８）２１２３
さくら保育園 小田中 １１9 番地１ （２２）３２４４
（私立）
ひよこ保育園 東山 １１３４ 番地４ （２４）５１５５

▼市内保育所の所在地・電話番号
申込期間　１１月１日㈮から１５日㈮まで
入所基準　保護者および同居の家族が仕
事や病気などの都合により、家庭で保育
できない児童
保育時間　午前８時３０分から午後４時３０
分まで（土曜日は正午まで）
長時間保育　保育時間を超えての保育を
希望される方は、「長時間保育申込書」
を提出してください。
　この場合、保育料のほかに、長時間利
用料をご負担いただきます。
入所申込書配布先　１０月１５日㈫から各保
育所、保育課、豊田支所地域振興課、各
子育て支援センターに用意します。
申込書受付場所　各保育所または保育課

問い合わせ先
保育課保育係
☎（２２）２１１１（内線２９３）

（※）保育園建て替えのため、旧みよし保育園の園舎を使用します

Ｑ
冠
婚
葬
祭
が
あ
り
、
そ
の

日
だ
け
子
ど
も
を
預
け
た

い
の
で
す
が

　
み
な
み
保
育
園
、平
岡
保
育
園
、

た
か
や
し
ろ
保
育
園
、
豊
井
保
育

園
で
は
、
ご
家
庭
の
理
由
な
ど
に

よ
り
、
断
続
的
に
家
庭
保
育
が
困

難
と
な
る
お
子
さ
ん
を
一
時
的
に

お
預
か
り
す
る
「
一
時
的
保
育
」

を
行
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
利
用

の
際
は
申
請
が
必
要
で
す
。

Ｑ
保
育
園
に
通
う
前
の
子

ど
も
と
遊
び
に
行
く
こ

と
は
で
き
る
の
？

　
保
育
園
で
は
、
平
日
の
午
前
９

時
か
ら
１１
時
ま
で
、
未
就
園
児
と

保
護
者
を
対
象
に
、
園
児
と
の
遊

び
や
交
流
を
目
的
と
し
た
「
園
庭

開
放
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
就
学
前
の
親
子
が
、
遊

び
や
交
流
、
情
報
交
換
な
ど
が
で

き
る
場
所
と
し
て
、
子
育
て
支
援

セ
ン
タ
ー
も
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

Ｑ
子
育
て
に
関
す
る
相
談

は
で
き
ま
す
か
？

　
保
育
園
で
は
乳
幼
児
の
子
育
て

相
談
を
随
時
行
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
、
市

役
所
子
ど
も
相
談
室
な
ど
に
お

い
て
も
、
子
育

て
に
関
す
る
各

種
相
談
を
行
っ

て
い
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

Ｑ
保
育
料
は
い
く
ら
に
な
り

ま
す
か
？

　
保
育
料
は
、
前
年
の
所
得
税
額

お
よ
び
市
町
村
民
税
額
と
児
童
の

年
齢
に
よ
っ
て
決
定
し
ま
す
。
同

一
世
帯
で
２
人
以
上
の
児
童
が
同

時
入
所
す
る
場
合
な
ど
は
、
軽
減

措
置
が
あ
り
ま
す
。

Ｑ
育
児
休
業
が
終
了
し
た
ら

保
育
園
に
子
ど
も
を
預
け

た
い
の
で
す
が

　
育
児
休
業

の
終
了
に
伴

い
、
新
年
度

の
途
中
か
ら

保
育
園
の
入

園
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
新
年

度
の
保
育
所
入
所
申
込
期
間
中
に

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。


